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報告第　１号 
 
　令和６年度石川町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
 
　令和６年度石川町一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報

告する。 
 
　　令和　７年　６月１２日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎 
 
 

令和６年度石川町一般会計繰越明許費繰越計算書 
 

 

款 項 事業名 金額
翌年度 
繰越額

左の財源内訳

 
既 収 入 
特定財源

未収入特定財源
一般財源  国県 

支出金
地方債 その他

 円 円 円 円 円 円 円

 02 
総務費

01 
総務管理

費

生活支援商品

券発行事業
49,201,000 39,717,000 35,386,000 4,331,000

 02 
総務費

01 
総務管理

費

情報発信経費

1,870,000 1,330,000 1,330,000

 02 
総務費

01 
総務管理

費

石川町人口ビ

ジョン及び石

川町まち・ひ

と・しごと創

生総合戦略改

訂業務

5,000,000 4,037,000 4,037,000

 02 
総務費

01 
総務管理

費

光ファイバー

ケーブル管理

経費 6,600,000 6,600,000 6,600,000

 03 
民生費

01 
社会福祉

費

物価高騰対応

重点支援給付

事業 57,540,000 8,164,000 8,164,000

 03 
民生費

02 
児童福祉

費

こども計画策

定支援業務

5,000,000 3,245,000 3,245,000



 
 
 
 
 
　 

款 項 事業名 金額
翌年度

繰越額

左の財源内訳

既 収 入

特定財源

未収入特定財源
一般財源国県

支出金
地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

 04 
衛生費

01 
保健衛生

費

健康いしかわ

21 計画策定業

務 5,000,000 3,200,000 3,200,000

 04 
衛生費

01 
保健衛生

費

保健センター

電気設備トラ

ンス改修工事 2,300,000 2,300,000 2,300,000

 06 
農林水産

業費

01 
農業費

新規需要米生

産推進事業

13,600,000 13,600,000 3,624,000 9,976,000

 06 
農林水産

業費

01 
農業費

畜産経営継続

支援事業

7,500,000 7,500,000 5,576,000 1,924,000

 08 
土木費

02 
道路橋り

ょう費

道路新設改良

事業

47,800,000 47,800,000 45,600,000 2,200,000

 09 
消防費

01 
消防費

Jアラート設

備・機器設置

工事 5,201,000 5,201,000 5,200,000 1,000

 09 
消防費

01 
消防費

防災備品購入

27,000,000 26,000,000 12,500,000 13,500,000

 10 
教育費

04 
社会教育

費

男女共同参画

プラン策定支

援業務委託料 3,575,000 3,575,000 3,575,000

 10 
教育費

05 
保健体育

費

総合体育館脱

炭素化事業

73,700,000 72,350,000 31,900,000 40,450,000



報告第　２号 
 
　令和６年度石川町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 
 
　令和６年度石川町宅地造成事業特別会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により報告する。 
 
　　令和　７年　６月１２日提出 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎 
 

令和６年度石川町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書 
 

 
 

 

款 項 事業名 金額
翌年度 
繰越額

左の財源内訳

 
既 収 入 
特定財源

未収入特定財源
一般財

源
 国県 

支出金
地方債 その他

 円 円 円 円 円 円 円

 2 
事業費

01 
団地造成

費

矢ノ目田団

地造成工事
180,000,000 114,670,000 70,000 114,600,000



報告第　３号 
 
　令和６年度石川町一般会計事故繰越し繰越計算書について 
 
　令和６年度石川町一般会計予算の事故繰越しは、次のとおり翌年度に繰り越したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定により報

告する。 
 
　　令和　７年　６月１２日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎 
 
 

令和６年度石川町一般会計事故繰越し繰越計算書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

款 項
事
業
名

支出負担

行為額

左の内訳
支出負 
担行為 
予定額

翌年度 
繰越額

左の財源内訳

説　明
 

支出済額
支　出 
未済額

既収入

特定財源

未収入特定財源
一 般 
財 源

 
国県支出金 地方債

 円 円 円 円 円 円 円 円 円

 06 
農

林

水

産

業

費

01 
農

業

費

道

の

駅

整

備

給

水

管

布

設

工

事

3,817,000 3,817,000 3,817,000 3,800,000 17,000

特殊な工法

を採用して

いるため施

工業者が限

られており、

施工調整に

時間を要し

たため。



議案第３７号 

 

　専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

令和７年　６月１２日提出 

石川町長　首　藤　剛　太　郎　　　 

 

 

 

専決第　１号 

 
専　　決　　処　　分　　書 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会

の議決により指定された石川町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分す

る。 
 
令和７年　５月１６日 

石川町長　首　藤　剛　太　郎　　　 
 
 

福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 
福島県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 
地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、福島県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数を減少させ、福島県市町村総合事務組合規約（昭和５４年規約第

１号）の一部を次のとおり変更する。 
 

福島県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 
 
福島県市町村総合事務組合規約（昭和 54 年規約第 1 号）の一部を次のように変更

する。 
 
別表第１中「、南会津地方環境衛生組合」を削る。 
 



別表第２第１項右欄中「、南会津地方環境衛生組合」を削る。 
別表第２第４項右欄中「、南会津地方環境衛生組合」を削る。 
 
　　附　則 
 
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組

合規約の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
　南会津地方環境衛生組合が令和７年３月３１日に解散したことに伴い、福島県市町

村総合事務組合の構成団体の数を減少させるため、福島県市町村総合事務組合規約を

変更する必要があることから、専決処分を行ったため。 



議案第３８号 
 
　　　石川町道の駅の設置及び管理に関する条例 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和７年　６月１２日提出 

石川町長　首藤　剛太郎 
　　　 

 
 
 

石川町道の駅の設置及び管理に関する条例 

 

(設置) 

第１条 道路利用者の利便性向上及び地域産業の振興、交流人口の増加、地域の防災

機能の充実を図るための施設として､地方自治法(昭和２２年法律第６７号｡以下

｢法｣という｡)第２４４条の２の規定に基づき､石川町道の駅(以下｢道の駅｣とい

う｡)を設置する｡ 

 

(位置) 

第２条 道の駅の位置は､福島県石川郡石川町字大橋５８番地１ほかとする｡ 

 

(施設) 

第３条 道の駅は､次に掲げる施設等をもって構成する｡ 

 

(１) 駐車場 

 

(２) トイレ 

 

(３) 休憩施設 

 

(４) 情報発信施設 

 

(５) 物販施設 

 



(６) 飲食施設 

 

(７) 芝生広場 

 

(８) ドッグラン 

 

(９) その他附帯施設 

 

(事業) 

第４条 道の駅は､第１条の目的を達成するため､次に掲げる事業を行う｡ 

 

(１) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること｡ 

 

(２) 道路情報及び観光情報、地域情報の発信に関すること｡ 

 

(３) 町民と来訪者との交流の促進に関すること｡ 

 

(４) 地域の特産品や飲食物､その他の物品の販売に関すること｡ 

 

(５) 災害発生時の被災者等への支援に関すること｡ 

 

(６) 前各号に掲げるもののほか､道の駅の設置目的を達成するため､町長が必要と認

める事業に関すること｡ 

 

(管理) 

第５条 道の駅の管理は､法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指

定管理者という。）に行わせるものとする｡ 

 

２ 指定管理者の指定手続き等については､石川町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例(平成１７年条例第１９号)の定めるところによる｡ 

 

(指定管理者が行う業務の範囲) 

第６条 指定管理者が行う業務の範囲は､次に掲げるとおりとする｡ 

 

(１) 第４条各号に掲げる事業の実施に関する業務 



 

(２) 第３条第４号から第９号までに掲げる施設等(以下｢施設等｣という｡)の利用許

可に関する業務 

 

(３) 道の駅の維持管理に関する業務 

 

(４) 前各号に掲げるもののほか､町長が必要と認める業務 

 

(開館時間) 

第７条 道の駅の開館時間は､別表第１のとおりとする｡ただし､指定管理者が必要と

認めるときは､町長の承認を得て､これを変更することができる｡ 

 

(休館日) 

第８条 道の駅は､無休とする｡ただし､指定管理者が必要と認めるときは､町長の承認

を得て休館することができる｡ 

 

(入場の禁止等) 

第９条 指定管理者は､次の各号のいずれかに該当する者に対して､道の駅への入場を

禁止し､又は道の駅からの退場を命ずることができる｡ 

 

(１) 公の秩序を乱し､又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者 

 

(２) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者 

 

(３) 道の駅を損傷し､又は滅失するおそれがあると認められる者 

 

(４) 前各号に掲げるもののほか､指定管理者が道の駅の管理上支障があると認める　　 

　者 

 

(利用の許可) 

第１０条 施設等の全部又は一部を一定期間占有する目的で利用しようとする者は､

あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない｡許可された事項を変更する

場合も同様とする｡ 

 

２ 指定管理者は､前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる｡ 



 

３ 指定管理者は､第１項の許可の申請があった場合において､当該申請が次の各号の

いずれかに該当すると認められるときは､同項の許可をしないものとする｡ 

 

(１) 公の秩序を乱し､又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき｡ 

 

(２) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき｡ 

 

(３) 施設等を損傷し､又は滅失するおそれがあると認められるとき｡ 

 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２

条第２号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそ

れがある組織の利益になると認められるとき｡ 

 

(５) 道の駅の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき｡ 

 

(６) 前各号に掲げるもののほか､道の駅の管理上支障があると認められるとき｡ 

 

(許可の取消等) 

第１１条 指定管理者は､次の各号のいずれかに該当すると認めるときは､前条第１項

の許可を受けた者(以下｢利用許可者｣という｡)に対し､その許可を取り消し､施設等

の利用の中止を命ずることができる｡ 

 

(１) 利用許可者が､この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき｡ 

 

(２) 利用許可者が､許可を受けた利用の目的に違反したとき｡ 

 

(３) 利用許可者が､偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき｡ 

 

(４) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき｡ 

 

(５) 前各号に掲げるもののほか､道の駅の管理上支障があると認められたとき｡ 

 

２ 前項の規定により許可を取り消し､施設等の利用の中止を命じた場合において､利

用許可 



者に損害が生じたとき､町又は指定管理者は､その賠償の責めを負わないものとす

る｡ 

 

(利用料金) 

第１２条 利用許可者は､指定管理者が定める期日までに､施設等の利用に係る料金

(以下｢利用料金｣という｡)を納付しなければならない｡ 

 

２ 利用料金は､別表第２に定める金額を上限とし､指定管理者があらかじめ町長の承

認を得て定めるものとする｡利用料金を変更する場合も同様とする｡ 

 

(利用料金の収受) 

第１３条 利用料金は､法第２４４条の２第８項の規定により､指定管理者の収入とし

て収受させるものとする｡ 

 

(利用料金の減免) 

第１４条 指定管理者は､この条例に基づく規則に定める特別な理由があるときは､利

用料金を減額し､又は免除することができる｡ 

 

(利用料金の返還) 

第１５条 納付された利用料金は、この条例に基づく規則に定める特別な理由がある

と認める場合を除き、返還しない｡ 

 

(原状回復の義務) 

第１６条 利用許可者は､施設等の利用を終了したとき､又は第１１条第１項の規定に

よる許可の取消し若しくは施設等の利用の中止の処分があったときは､直ちに当該

施設等を原状に回復し､指定管理者の検査を受けなければならない｡ 

 

２ 利用許可者が前項の義務を履行しないときは､指定管理者が原状に回復し､これに

要した費用は､利用許可者の負担とする｡ 

 

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例) 

第１７条 町長は､法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取り

消し､又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む

場合に限る｡)の停止を命じたときその他やむを得ない事由により町長が道の駅の

管理を行うときは､別表第２に定める額の範囲内において使用料を徴収する｡ 

 



２ 前項の場合においては､第７条ただし書､第８条ただし書､第９条から第１２条ま

で､第１４条及び第１５条並びに第１６条第２項の規定を準用する｡この場合にお

いて､第７条ただし書及び第８条ただし書中｢指定管理者が必要と認めるときは､町

長の承認を得て｣とあるのは｢町長が必要と認めるときは｣と､第９条､第１０条及び

第１１条第１項中｢指定管理者｣とあるのは｢町長｣と､第１１条第２項中｢町又は指

定管理者｣とあるのは｢町｣と､第１２条(見出しを含む｡)第１項中｢利用料金｣とある

のは｢使用料｣と､｢指定管理者｣とあるのは｢町長｣と､同条第２項中｢利用料金｣とあ

るのは｢使用料｣と､｢指定管理者があらかじめ町長の承認を得て｣とあるのは｢町長

が｣と､第１４条(見出しを含む｡)及び第１５条(見出しを含む｡)中｢利用料金｣とあ

るのは｢使用料｣と､｢指定管理者｣とあるのは｢町長｣と､第１６条第２項中｢指定管理

者｣とあるのは｢町長｣と読み替えるものとする｡ 

 

(委任) 

第１８条 この条例に定めるもののほか､道の駅の管理等に関し必要な事項は､規則で

定める｡ 

 

附則 

(施行期日) 

この条例は､公布の日から施行する｡ 

 
別表第 1(第 7 条関係) 

 

別表第 2(第 12 条、第 17 条関係) 

 

 

 
区分 開館時間

 
駐車場、トイレ、休憩施設、芝生広場、その他付帯施設 終日

 
情報発信施設、物販施設、飲食施設、ドッグラン 午前 9時から午後 5時まで

 区分 単位 金額

 

物販施設、飲食施設、その他付帯施設 1月につき 売上額に 100 分の 30 を乗じた額

 

芝生広場
営利目的 1日につき 売上額に 100 分の 30 を乗じた額

 
営利目的外 1時間につ 1,000 円

 ドッグラン 1日につき 無料



備考 

１　利用料金の額に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとす 

る。 

 

２　利用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げて計算する 

ものとする。 

　 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
地方自治法第２４４条の２の規定により、道の駅の設置及び管理に関する事項を定

めるため。 



議案第３９号 
 
　　　石川町債権管理条例の一部を改正する条例 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和７年　６月１２日提出 

石川町長　首藤　剛太郎 
　　　 

 
 
 

石川町債権管理条例の一部を改正する条例 
 
石川町債権管理条例（令和３年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 現行 改正案

 
（追加） （遅延損害金等） 

第７条の２　町長等は，私債権について，第

６条の規定による督促をした場合におい

て，債務者が債務の履行期限後に履行する

場合で，遅延損害金について約定のないと

きは，当該私債権の金額に，履行期限の翌

日から履行の日までの期間の日数に応じ，

民法（明治２９年法律第８９号）第４０４

条に規定する割合を乗じて計算した金額を

加えて債務の履行を求めるものとする。 
２　町長等は，私債権について，約定により

遅延損害金の割合を定めるときは，当該遅

延損害金の割合を，民法第４０４条に規定

する割合とする。 
３　遅延損害金を請求する場合において，当

該遅延損害金の１００円未満の端数がある

ときは，その端数金額又はその金額を切り

捨てるものとする。 
４　第２項に規定する年あたりの割合は，閏

年の日を含む機関についても，３６５日当

たりの割合とする。 
５　町長等は，第６条の履行期限までに納付

しなかったことについてやむを得ない事由



 

附　則 

この条例は，公布の日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
町税や公債権以外の私債権について、遅延損害金等を請求する場合の民法第４０

４条の適用方法を追加するなど、所要の改正を行うもの。 

現行 改正案

 
があると認める場合は，遅延損害金額，訴

訟費用等を減額し，又は免除することがで

きる。

 

 
（債権の放棄） （債権の放棄）

 
第１６条　町長等は，非強制徴収公債権等に

ついて，次の各号のいずれかに該当する場

合であって，相当の回収努力を尽くしても

なお履行の見込みがないと認められるとき

は，当該非強制徴収公債権等及び損害賠償

金等を放棄することができる。

第１６条　町長等は，非強制徴収公債権等に

ついて，次の各号のいずれかに該当する場

合であって，相当の回収努力を尽くしても

なお履行の見込みがないと認められるとき

は，当該非強制徴収公債権等及び損害賠償

金等を放棄することができる。

 
（１）～（５）　（略） （１）～（５）　（略）

 
（６）　私債権について，消滅時効が完成

し，かつ，債務者がその援用をする見込

みがあるとき                         
       。

（６）　私債権について，消滅時効に係る

時効時期が満了したとき（債権者が時効

の援用をしない特別の理由があるときを

除く。）。



議案第４０号 
 
　　　石川町税条例の一部を改正する条例 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和７年　６月１２日提出 

石川町長　首藤　剛太郎 
　　　 

 
 
 

石川町税条例の一部を改正する条例 
 
石川町税条例（昭和３０年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 現行 改正案

 
（公示送達） （公示送達）

 
第１８条　地方税法（昭和２５年法律第２２

６号。以下「法」という。）第２０条の２の

規定による公示送達は，                 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
     　　　　　　          石川町公告式

条例（昭和６２年条例第２９号）第２条第

２項に規定する掲示場に掲示して行う     
                                       
                                       
                                      
　　 ものとする。

第１８条　地方税法（昭和２５年法律第２２

６号。以下「法」という。）第２０条の２の

規定による公示送達は，公示事項（同条第

２項に規定する公示事項をいう。以下この

条において同じ。）を地方税法施行規則（昭

和２９年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第１条の８第１項に規定する

方法により不特定多数の者が閲覧すること

ができる状態に置く措置をとるとともに、

公示事項が記載された書面を石川町公告式

条例（昭和６２年条例第２９号）第２条第

２項に規定する掲示場に掲示し、又は公示

事項を町の事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることによつて

するものとする。

 

 
（納税証明事項） （納税証明事項）

 
第１８条の３　地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」と

いう。）第１条の９第２号に規定する事項

第１８条の３　施行規則                   
                                       
   第１条の９第２号に規定する事項は，道



現行 改正案

 
は，道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第５９条第１項に規定する検査対

象軽自動車又は２輪の小型自動車につい

て，天災その他やむを得ない事由により種

別割を滞納している場合において，その旨

とする。

路運送車両法（昭和２６年法律第１８５

号）第５９条第１項に規定する検査対象軽

自動車又は２輪の小型自動車について，天

災その他やむを得ない事由により種別割を

滞納している場合において，その旨とす

る。

 

 
（所得控除） （所得控除）

 
第３４条の２　所得割の納税義務者が法第３

１４条の２第１項各号のいずれかに掲げる

者に該当する場合には，同条第１項及び第

３項から第１１項までの規定により，雑損

控除額，医療費控除額，社会保険料控除

額，小規模企業共済等掛金控除額，生命保

険料控除額，地震保険料控除額，障害者控

除額，寡婦控除額，ひとり親控除額，勤労

学生控除額，配偶者控除額，配偶者特別控

除額又は扶養控除額                    
を，前年の合計所得金額が２，５００万円

以下である所得割の納税義務者について

は，同条第２項，第６項及び第１１項の規

定により基礎控除額をそれぞれその者の前

年の所得について算定した総所得金額，退

職所得金額又は山林所得金額から控除す

る。

第３４条の２　所得割の納税義務者が法第３

１４条の２第１項各号のいずれかに掲げる

者に該当する場合には，同条第１項及び第

３項から第１１項までの規定により，雑損

控除額，医療費控除額，社会保険料控除

額，小規模企業共済等掛金控除額，生命保

険料控除額，地震保険料控除額，障害者控

除額，寡婦控除額，ひとり親控除額，勤労

学生控除額，配偶者控除額，配偶者特別控

除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額

を，前年の合計所得金額が２，５００万円

以下である所得割の納税義務者について

は，同条第２項，第６項及び第１１項の規

定により基礎控除額をそれぞれその者の前

年の所得について算定した総所得金額，退

職所得金額又は山林所得金額から控除す

る。

 

 
（町民税の申告） （町民税の申告）

 
第３６条の２　第２３条第１項第１号に掲げ

る者は，３月１５日までに，施行規則第５

号の４様式（別表）による申告書を町長に

提出しなければならない。ただし，法第３

１７条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から１月１日現在

において給与又は公的年金等の支払いを受

けている者で，前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者（公的年金等に係る

第３６条の２　第２３条第１項第１号に掲げ

る者は，３月１５日までに，施行規則第５

号の４様式（別表）による申告書を町長に

提出しなければならない。ただし，法第３

１７条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から１月１日現在

において給与又は公的年金等の支払いを受

けている者で，前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者（公的年金等に係る



現行 改正案

 
所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第４８条の９の７に規定す

るものを除く。），小規模企業共済等掛金控

除額，生命保険料控除額，地震保険料控除

額，勤労学生控除額，配偶者特別控除額

（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９００万円以下であるものに限る。）の

法第３１４条の２第１項第１０号の２に規

定する自己と生計を一にする配偶者（前年

の合計所得金額が９５万円以下であるもの

に限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

のに係るものを除く。）若しくは法第３１４

条の２第４項に規定する扶養控除額       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                  の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除，法第３１３条第８項に規定する純損失

の金額の控除，同条第９項に規定する純損

失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

３４条の７第１項（同項第２号に掲げる寄

附金（特定非営利活動促進法第２条第３項

に規定する認定特定非営利活動法人及び同

条第４項に規定する特例認定特定非営利活

動法人に対するものを除く。第６項におい

て同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項

の規定により控除すべき金額（以下この条

において「寄附金税額控除額」という。）の

控除を受けようとするものを除く。以下こ

の条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。）及び第２４条第２

項に規定する者（施行規則第２条の２第１

項の表の上欄の（２）に掲げる者を除く。）

については，この限りでない。

所得以外の所得を有しなかった者で社会保

険料控除額（令第４８条の９の７に規定す

るものを除く。），小規模企業共済等掛金控

除額，生命保険料控除額，地震保険料控除

額，勤労学生控除額，配偶者特別控除額

（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９００万円以下であるものに限る。）の

法第３１４条の２第１項第１０号の２に規

定する自己と生計を一にする配偶者（前年

の合計所得金額が９５万円以下であるもの

に限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

のに係るものを除く。）、法第３１４条の２

第４項　　　に規定する扶養控除額若しく

は特定親族特別控除額（特定親族（同条第

１項第１２号に規定する特定親族をいう。

第３６条の３の２第１項第３号及び第３６

条の３の３第１項において同じ。）（前年の

合計所得金額が８５万円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除，法第３１３条第８項に規定す

る純損失の金額の控除，同条第９項に規定

する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第３４条の７第１項（同項第２号に

掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２

条第３項に規定する認定特定非営利活動法

人及び同条第４項に規定する特例認定特定

非営利活動法人に対するものを除く。第６

項において同じ。）に係る部分を除く。）及

び第２項の規定により控除すべき金額（以

下この条において「寄附金税額控除額」と

いう。）の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以外

の所得を有しなかった者」という。）及び第

２４条第２項に規定する者（施行規則第２

条の２第１項の表の上欄の（２）に掲げる

者を除く。）については，この限りでない。

 
２～９　（略） ２～９　（略）



現行 改正案

 
１０　町長は，町民税の賦課徴収について必

要があると認める場合には，新たに第２３

条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該

当することとなった者に，当該該当するこ

ととなった日から２０日以内に，その名

称，代表者又は管理人の氏名，主たる事務

所又は事業所の所在，当該町内に有する事

務所，事業所又は寮等の所在，法人番号

（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）第２条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下町民税について

同じ。），当該該当することとなった日その

他必要な事項を申告させることができる。

１０　町長は，町民税の賦課徴収について必

要があると認める場合には，新たに第２３

条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該

当することとなった者に，当該該当するこ

ととなった日から２０日以内に，その名

称，代表者又は管理人の氏名，主たる事務

所又は事業所の所在，当該町内に有する事

務所，事業所又は寮等の所在，法人番号

（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）第２条第１６項に規定

する法人番号をいう。以下町民税について

同じ。），当該該当することとなった日その

他必要な事項を申告させることができる。

 

 
（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書）

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書）

 
第３６条の３の２　所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお

いて「給与所得者」という。）で町内に住所

を有するものは，当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日

の前日までに，施行規則で定めるところに

より，次に掲げる事項を記載した申告書

を，当該給与支払者を経由して，町長に提

出しなければならない。

第３６条の３の２　所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条にお

いて「給与所得者」という。）で町内に住所

を有するものは，当該申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日

の前日までに，施行規則で定めるところに

より，次に掲げる事項を記載した申告書

を，当該給与支払者を経由して，町長に提

出しなければならない。

 
（１）・（２）　（略） （１）・（２）　（略）

 
（３）　扶養親族            の氏名 （３）　扶養親族又は特定親族の氏名

 
（４）　（略） （４）　（略）

 
２～６　（略） ２～６　（略）

 
（個人の町民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書）

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書）

 
第３６条の３の３　所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

第３６条の３の３　所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書



現行 改正案

 
を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て，特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が９００万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退

職手当等（第５３条の２に規定する退職手

当等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって，合計所得金

額が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有する

者に限る。）                            
                                       
                                   　  
を有する者（以下この条において「公的年

金等受給者」という。）で町内に住所を有す

るものは，当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から毎

年最初に公的年金等の支払を受ける日の前

日までに，施行規則で定めるところによ

り，次に掲げる事項を記載した申告書を，

当該公的年金等支払者を経由して，町長に

提出しなければならない。

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て，特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が９００万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退

職手当等（第５３条の２に規定する退職手

当等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって，合計所得金

額が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。第２号において同じ。）又は扶養親族

（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有する

者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等

に係る所得を有する者であつて、合計所得

金額が８５万円以下であるものに限る。）を

有する者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で町内に住所を有する

ものは， 
当該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第２０３条の６第１項に規定する公的年

金等の支払者（以下この条において「公的

年金等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日までに，

施行規則で定めるところにより，次に掲げ

る事項を記載した申告書を，当該公的年金

等支払者を経由して，町長に提出しなけれ

ばならない。

 
（１）・（２）　（略） （１）・（２）　（略）

 
（３）　扶養親族            の氏名 （３）　扶養親族又は特定親族の氏名

 
（４）　（略） （４）　（略）

 
２～５　（略） ２～５　（略）

 

 
（施行規則第１５条の３第３項並びに第１

５条の３の２第４項及び第５項の規定によ

る補正の方法の申出）

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１

５条の３の２第４項及び第５項の規定によ

る補正の方法の申出）



現行 改正案

 
第６３条の２　施行規則第１５条の３第３項

並びに第１５条の３の２第４項及び第５項

の規定による補正の方法の申出は，当該家

屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３

１日までに，次の各号に掲げる事項を記載

した申出書を町長に提出して行わなければ

ならない。

第６３条の２　施行規則第１５条の３第３項

並びに第１５条の３の２第４項及び第５項

の規定による補正の方法の申出は，当該家

屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３

１日までに，次の各号に掲げる事項を記載

した申出書を町長に提出して行わなければ

ならない。

 
（１）　代表者の住所，氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号を

いい，当該書類を提出する者の同項に規

定する個人番号に限る。以下固定資産税

について同じ。）又は法人番号（同条第１

５項に規定する法人番号をいう。以下固

定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所

及び氏名又は名称）

（１）　代表者の住所，氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号を

いい，当該書類を提出する者の同項に規

定する個人番号に限る。以下固定資産税

について同じ。）又は法人番号（同条第１

６項に規定する法人番号をいう。以下固

定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所

及び氏名又は名称）

 
（２）～（４）　（略） （２）～（４）　（略）

 
２　（略） ２　（略）

 

 
（種別割の税率） （種別割の税率）

 
第８２条　次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は，１台について

それぞれ当該各号に定める額とする。

第８２条　次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は，１台について

それぞれ当該各号に定める額とする。

 
（１）　原動機付自転車 （１）　原動機付自転車

 
ア　総排気量が０．０５リットル以下の

もの又は定格出力が０．６キロワット

以下のもの（エ      に掲げるものを

除く。）　年額　２，０００円

ア　総排気量が０．０５リットル以下の

もの又は定格出力が０．６キロワット

以下のもの（ウ及びオに掲げるものを

除く。）　年額　２，０００円

 
イ　２輪のもので，総排気量が０．０５

リットルを超え，０．０９リットル以

下のもの                          
又は定格出力が０．６キロワットを超

え，０．８キロワット以下のもの　年

額　２，０００円

イ　２輪のもので，総排気量が０．０５

リットルを超え，０．０９リットル以

下のもの（ウに掲げるものを除く。）又

は定格出力が０．６キロワットを超

え，０．８キロワット以下のもの　年

額　２，０００円

 
（追加） ウ　２輪のもので、総排気量が０．１２
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５リットル以下かつ最高出力が４．０

キロワット以下のもの　　　年額　　

　　　２，０００円

 
ウ　２輪のもので，総排気量が０．０９

リットルを超えるもの又は           
               定格出力が０．８キロ

ワットを超えるもの　年額　２，４０

０円

エ　２輪のもので，総排気量が０．０９

リットルを超えるもの（ウに掲げるも

のを除く。）又は定格出力が０．８キロ

ワットを超えるもの　年額　２，４０

０円

 
エ　３輪以上のもの（車室を備えず，か

つ，輪距（２以上の輪距を有するもの

にあっては，その輪距のうち最大のも

の）が０．５メートル以下であるも

の，側面が構造上開放されている車室

を備え，かつ，輪距が０．５メートル

以下の３輪のもの及び道路運送車両の

保安基準（昭和２６年運輸省令第６７

号）第１条第１項第１３号の６に規定

する特定小型原動機付自転車を除く。）

で，総排気量が０．０２リットルを超

えるもの又は定格出力が０．２５キロ

ワットを超えるもの　年額　３，７０

０円

オ　３輪以上のもの（車室を備えず，か

つ，輪距（２以上の輪距を有するもの

にあっては，その輪距のうち最大のも

の）が０．５メートル以下であるも

の，側面が構造上開放されている車室

を備え，かつ，輪距が０．５メートル

以下の３輪のもの及び道路運送車両の

保安基準（昭和２６年運輸省令第６７

号）第１条第１項第１３号の６に規定

する特定小型原動機付自転車を除く。）

で，総排気量が０．０２リットルを超

えるもの又は定格出力が０．２５キロ

ワットを超えるもの　年額　３，７０

０円

 
（２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略）

 

 
（種別割の減免） （種別割の減免）

 
第８９条　（略） 第８９条　（略）

 
２　前項の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は，納期限までに，当該軽自

動車等について減免を受けようとする税額

及び次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする事由を証明する書類

を添付し，これを町長に提出しなければな

らない。

２　前項の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は，納期限までに，当該軽自

動車等について減免を受けようとする税額

及び次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする事由を証明する書類

を添付し，これを町長に提出しなければな

らない。

 
（１）　（略） （１）　（略）

 
（２）　軽自動車等の所有者等の住所又は

事務所若しくは事業所の所在地，氏名又

は名称及び個人番号（行政手続における

（２）　軽自動車等の所有者等の住所又は

事務所若しくは事業所の所在地，氏名又

は名称及び個人番号（行政手続における
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特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号及び次条に

おいて同じ。）又は法人番号（同法第２条

第１５項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称）

特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号及び次条に

おいて同じ。）又は法人番号（同法第２条

第１６項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称）

 
（３）・（４）　（略） （３）・（４）　（略）

 
（５）　原動機の総排気量又は定格出力   

                                     
                                     
           

（５）　原動機の総排気量又は定格出力

（第８２条第１項第１号ウに掲げる原動

機付自転車にあつては、原動機の総排気

量及び最高出力）

 
（６）～（８）　（略） （６）～（８）　（略）

 
３　（略） ３　（略）

 
（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免）

 
第９０条　（略） 第９０条　（略）

 
２　前項第１号の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は，納期限までに，町

長に対して身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交

付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条

の規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けてい

ないものにあっては，戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手

帳」という。），厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福

祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号）第９２条の規定によ

２　前項第１号の規定によって種別割の減免

を受けようとする者は，納期限までに，町

長に対して身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交

付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条

の規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けてい

ないものにあっては，戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手

帳」という。），厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福

祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和３

５年法律第１０５号）第９２条の規定によ
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り交付された身体障害者又は    身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免許

証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）を提示                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    するとともに，次の各号に掲げる事項

を記載した申請書に減免を必要とする理由

を証明する書類を添付して提出しなければ

ならない。

り交付された身体障害者若しくは身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免許

証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）又はこれらの者の特定免許情報（同

法第９５条の２第２項に規定する特定免許

情報をいう。次項において同じ。）が記録さ

れた免許情報記録個人番号カード（同法第

９５条の２第４項に規定する免許情報記録

個人番号カードをいう。次項において同

じ。）を提示するとともに，次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とす

る理由を証明する書類を添付して提出しな

ければならない。

 
（１）～（４）　（略） （１）～（４）　（略）

 
（５）　運転免許証の番号，交付年月日及

び                                   
                                     
                                     
          　      　       有効期限並

びに運転免許の種類及び条件が付されて

いる場合には，その条件

（５）　運転免許証又は道路交通法第９５

条の２第２項第１号に規定する免許情報

記録（以下この号において「免許情報記

録」という。）の番号、運転免許の年月

日、運転免許証又は免許情報記録の有効

期限並びに運転免許の種類及び条件が付

されている場合には，その条件

 
（６）　（略） （６）　（略）

 
（追加） ３　前項の場合において、免許情報記録個人

番号カードを提示したときは、当該免許情

報記録個人番号カードに記録された特定免

許情報を確認するために必要な措置を受け

なければならない。

 
３　（略） ４　（略）

 
４　（略） ５　（略）

 

 
（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免）

 
第１３９条の３　（略） 第１３９条の３　（略）

 
２　前項の規定により特別土地保有税の減免

を受けようとする者は，納期限前日まで

に，次に掲げる事項を記載した申告書をそ

２　前項の規定により特別土地保有税の減免

を受けようとする者は，納期限前日まで

に，次に掲げる事項を記載した申告書をそ



現行 改正案

 
の減免を受けようとする事由を証明する書

類を添付して町長に提出しなければならな

い。ただし，町長が，当該者が所有し，又

は取得する土地が同項各号のいずれかに該

当することが明らかであり，かつ，特別土

地保有税を減免する必要があると認める場

合は，この限りでない。

の減免を受けようとする事由を証明する書

類を添付して町長に提出しなければならな

い。ただし，町長が，当該者が所有し，又

は取得する土地が同項各号のいずれかに該

当することが明らかであり，かつ，特別土

地保有税を減免する必要があると認める場

合は，この限りでない。

 
（１）　納税義務者の住所，氏名又は名称

及び法人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第１５項に規定する法人

番号をいう。以下この号において同じ。）

（法人番号を有しない者にあっては，住

所及び氏名又は名称）

（１）　納税義務者の住所，氏名又は名称

及び法人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第１６項に規定する法人

番号をいう。以下この号において同じ。）

（法人番号を有しない者にあっては，住

所及び氏名又は名称）

 
（２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略）

 
３　（略） ３　（略）

 

 
（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申

告）

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申

告）

 
第１４９条　鉱泉浴場を経営しようとする者

は，経営開始の日の前日までに，次に掲げ

る事項を町長に申告しなければならない。

申告した事項に異動があった場合において

は，ただちにその旨を申告しなければなら

ない。

第１４９条　鉱泉浴場を経営しようとする者

は，経営開始の日の前日までに，次に掲げ

る事項を町長に申告しなければならない。

申告した事項に異動があった場合において

は，ただちにその旨を申告しなければなら

ない。

 
（１）　住所又は事務所若しくは事業所の

所在地，氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）又は法人番号（同条

第１５項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称）

（１）　住所又は事務所若しくは事業所の

所在地，氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）又は法人番号（同条

第１６項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所

又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称）

 
（２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略）



現行 改正案

 

 
附　則 附　則

 
（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合）

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合）

 
第１０条の２　（略） 第１０条の２　（略）

 
２　法附則第１５条第２項第５号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。

２　法附則第１５条第２項第５号に規定する

町の条例で定める割合は５分の４とする。

 
３～９～２２　（略） ３～９～２２　（略）

 
２３　法附則第１５条第３７項に規定する町

の条例で定める割合は２分の１とする。

２３　法附則第１５条第３６項に規定する町

の条例で定める割合は２分の１とする。

 
２４　（略） ２４　（略）

 
２５　法附則第１５条第４１項  に規定する

町の条例で定める割合は６分の１とする。

２５　法附則第１５条第４０項　に規定する

町の条例で定める割合は６分の１とする。

 
２６　法附則第１５条第４２項に規定する町

の条例で定める割合は３分の２とする。

２６　法附則第１５条第４１項に規定する町

の条例で定める割合は３分の２とする。

 
２７・２８　（略） ２７・２８　（略）

 
（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告）

 
第１０条の３　（略） 第１０条の３　（略）

 
２～１３　（略） ２～１３　（略）

 
（追加） １４　空欄

 
１４　（略） １５　（略）

 
１５　（略） １６　（略）

 

 
（追加） （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準

の特例） 
第１６条の２の２　令和８年４月１日以後に

第９２条の２第１項の売渡し又は同条第２

項の売渡し若しくは消費等（次項において

「売渡し等」という。）が行われた加熱式た

ばこ（第９２条第１号オに掲げる加熱式た

ばこをいい、第９３条の２の規定により製

造たばことみなされるものを含む。以下こ

の条において同じ。）に係る第９４条第１項

の製造たばこの本数は、同条第３項の規定



現行 改正案

 
にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める方法によ

り換算した紙巻たばこ（第９２条第１号ア

に掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及

び次項において同じ。）の本数によるものと

する。 
（１）　葉たばこ（たばこ事業法第２条第

２号に規定する葉たばこをいう。）を原料

の全部又は一部としたものを紙その他こ

れに類する材料のもので巻いた加熱式た

ばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一

部としたものを施行規則附則第８条の４

の２に規定するところにより直接加熱す

ることによつて喫煙の用に供されるもの

に限る。）　当該加熱式たばこの重量（フ

ィルターその他の施行規則附則第８条の

４の３に規定するものに係る部分の重量

を除く。以下この項から第３項までにお

いて同じ。）の０．３５グラムをもつて紙

巻たばこの１本に換算する方法。ただ

し、当該加熱式たばこの１本当たりの重

量が０．３５グラム未満である場合にあ

つては、当該加熱式たばこの１本をもつ

て紙巻たばこの１本に換算する方法 
（２）　前号に掲げるもの以外の加熱式た

ばこ　当該加熱式たばこの重量の０．２

グラムをもつて紙巻たばこの１本に換算

する方法。ただし、当該加熱式たばこの

品目ごとの１個当たりの重量が４グラム

未満である場合にあつては、当該加熱式

たばこの品目ごとの１個をもつて紙巻た

ばこの２０本に換算する方法 
２　前項の規定により加熱式たばこのうち同

項第１号ただし書の規定の適用を受けるも

の及び同項第２号ただし書の規定の適用を

受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ

の本数に換算する場合における計算は、売

渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごと



 
 
 

附　則 

 

（施行期日） 

第１条　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

(1)　第３４条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１項第３

号及び第３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規定　令和８年

１月１日 

 

(2)　附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第６条の規定　令和

８年４月１日 

 

（3） 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定　地方税法等の一部

現行 改正案

 
の１個当たりの重量に当該加熱式たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各

号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重

量を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 
３　前項の計算に関し、同項の加熱式たばこ

の品目ごとの１個当たりの重量に０．１グ

ラム未満の端数がある場合には、その端数

を切り捨てるものとする。 
４　第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第

９３条の２の規定により製造たばことみな

されるものに限る。）のうち、次に掲げるも

のについては、同号ただし書の規定は、適

用しない。 
（１）　第１項第１号に掲げる加熱式たば

こと併せて喫煙の用に供されるもの 
（２）　第１項第２号に掲げる加熱式たば

こ（第９３条の２の規定により製造たば

ことみなされるものを除く。）と併せて喫

煙の用に供される加熱式たばこ（同条の

規定により製造たばことみなされるもの

に限る。）であつて当該加熱式たばこのみ

の品目のもの



を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行

の日 

 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条　改正後の町税条例（以下「新条例」という。）第１８条の規定は、前条第３

号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公

示送達については、なお従前の例による。 

 

（町民税に関する経過措置） 

第３条　新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８年

度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和７年度分までの個人の町民

税については、なお従前の例による。 

 

２　令和８年度分の個人の町民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３

号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円

以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特別控除

額」とする。 

 

３　新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施

行の日（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第３６条の

２第１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第３６条の３の２第１

項及び第３項の規定による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受ける

べきこの条例による改正前町税条例（以下「旧条例」という。）第３６条の２第１

項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第３６条の３の２第１項及び

第３項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

 

４　新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定

による申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出した旧条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、な

お従前の例による。 

 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条　新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第５条　新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の



種別割については、なお従前の例による。 

 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第６条　次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日前に

課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１

項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る町たばこ税につい

ては、なお従前の例による。 

 

２　令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、町税条例第９２条の２第１

項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係

る同条例第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第１

６条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数による

ものとする。 

 

(１)　石川町税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附

則第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の

本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

 

(２)　新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に

０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

 

３　前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
　地方税法及び関係法令の改正等に伴い所要の改正を行うため。  



議案第４１号 
 

　　　石川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和７年　６月１２日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎　　　 
 
 
 

石川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 

石川町国民健康保険税条例（昭和３２年条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 
 

 現行 改正案

 
（課税額） （課税額）

 
第２条　（略） 第２条　（略）

 
２　前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし，

当該合算額が６５万円を超える場合におい

ては，基礎課税額は，６５万円とする。

２　前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし，

当該合算額が６６万円を超える場合におい

ては，基礎課税額は，６６万円とする。

 
３　第１項第２号の後期高齢者支援金等課税

額は，世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し，当該合算額が２４万円を超える場合に

おいては，後期高齢者支援金等課税額は，

２４万円とする。

３　第１項第２号の後期高齢者支援金等課税

額は，世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し，当該合算額が２６万円を超える場合に

おいては，後期高齢者支援金等課税額は，

２６万円とする。

 
４　（略） ４　（略）

 
（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額）

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額）

 
第３条　前条第２項の所得割額は，賦課期日 第３条　前条第２項の所得割額は，賦課期日



現行 改正案

 
の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら，同条第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額の合計額

（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に１００分の６．９３を乗じて算定す

る。

の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第３１４条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合計額か

ら，同条第２項の規定による控除をした後

の総所得金額及び山林所得金額の合計額

（以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。）に１００分の５．９８を乗じて算定す

る。

 
２　（略） ２　（略）

 

 
（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額）

 
第５条　第２条第２項の被保険者均等割額

は，被保険者１人について２３，９４０円

とする。

第５条　第２条第２項の被保険者均等割額

は，被保険者１人について２４，３００円

とする。

 
（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額）

 
第５条の２　第２条第２項の世帯別平等割額

は，次の各号に掲げる世帯の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額とする。

第５条の２　第２条第２項の世帯別平等割額

は，次の各号に掲げる世帯の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額とする。

 
（１）　特定世帯（特定同一世帯所属者

（国民健康保険法第６条第８号の規定に

より被保険者の資格を喪失した者であっ

て，当該資格を喪失した日の前日以後継

続して同一の世帯に属する者をいう。以

下同じ。）と同一の世帯に被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下こ

の号において「特定月」という。）以後５

年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。以下同じ。）及び特定継続

世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がい

（１）　特定世帯（特定同一世帯所属者

（国民健康保険法第６条第８号の規定に

より被保険者の資格を喪失した者であっ

て，当該資格を喪失した日の前日以後継

続して同一の世帯に属する者をいう。以

下同じ。）と同一の世帯に被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下こ

の号において「特定月」という。）以後５

年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。以下同じ。）及び特定継続

世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がい



現行 改正案

 
ない場合に限る。）をいう。以下同じ。）

以外の世帯　１５，７３０円

ない場合に限る。）をいう。以下同じ。）

以外の世帯　１６，０００円

 
（２）　特定世帯　７，８６５円 （２）　特定世帯　８，０００円

 
（３）　特定継続世帯　１１，７９７円 （３）　特定継続世帯　１２，０００円

 
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額）

 
第６条　第２条第３項の所得割額は，賦課期

日の属する年の前年の所得に係る基礎控除

後の総所得金額に１００分の２．５１を乗

じて算定する。

第６条　第２条第３項の所得割額は，賦課期

日の属する年の前年の所得に係る基礎控除

後の総所得金額に１００分の２．２３を乗

じて算定する。

 

 
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額）

 
第７条の２　第２条第３項の被保険者均等割

額は，被保険者１人について８，６８０円

とする。

第７条の２　第２条第３項の被保険者均等割

額は，被保険者１人について９，１００円

とする。

 
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額）

 
第７条の３　第２条第３項の世帯別平等割額

は，次の各号に掲げる世帯の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額とする。

第７条の３　第２条第３項の世帯別平等割額

は，次の各号に掲げる世帯の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額とする。

 
（１）　特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯　５，７００円

（１）　特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯　６，０００円

 
（２）　特定世帯　２，８５０円 （２）　特定世帯　３，０００円

 
（３）　特定継続世帯　４，２７５円 （３）　特定継続世帯　４，５００円

 
（介護納付金課税被保険者に係る所得割

額）

（介護納付金課税被保険者に係る所得割

額）

 
第８条　第２条第４項の所得割額は，介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に１００分の２．２５を乗じて算

定する。

第８条　第２条第４項の所得割額は，介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に１００分の１．９１を乗じて算

定する。

 

 
（介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額）

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額）

 
第９条の２　第２条第４項の被保険者均等割

額は，介護納付金課税被保険者１人につい

第９条の２　第２条第４項の被保険者均等割

額は，介護納付金課税被保険者１人につい
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て９，５４０円とする。 て９，６００円とする。

 
（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額）

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額）

 
第９条の３　第２条第４項の世帯別平等割額

は，一世帯について４，７８０円とする。

第９条の３　第２条第４項の世帯別平等割額

は，一世帯について４，９００円とする。

 

 
（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

 
第２３条　次の各号の一に掲げる国民健康保

険税の納税義務者に対して課する国民健康

保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が６５万円を超

える場合には，６５万円），同条第３項本文

の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が２４万円を超える場合には，２

４万円）並びに同条第４項本文の介護納付

金課税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が１７万円

を超える場合には，１７万円）の合算額と

する。

第２３条　次の各号の一に掲げる国民健康保

険税の納税義務者に対して課する国民健康

保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が６６万円を超

える場合には，６６万円），同条第３項本文

の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が２６万円を超える場合には，２

６万円）並びに同条第４項本文の介護納付

金課税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が１７万円

を超える場合には，１７万円）の合算額と

する。

 
（１）　法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に

（１）　法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に
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係る所得について同条第４項に規定する

公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢６５歳未満の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り，年齢６５歳以上の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が１１０万円を

超える者に限る。）をいい，給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては，４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義

務者

係る所得について同条第４項に規定する

公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢６５歳未満の者にあっては当該公的年

金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り，年齢６５歳以上の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が１１０万円を

超える者に限る。）をいい，給与所得を有

する者を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては，４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義

務者

 
ア　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額　被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）　１人について　１６，７５８円

ア　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額　被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）　１人について　１７，０１０円

 
イ　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額　次に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれに定める

額

イ　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額　次に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれに定める

額

 
（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　１１，０１１円

（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　１１，２００円

 
（イ）　特定世帯　５，５０６円 （イ）　特定世帯　５，６００円

 
（ウ）　特定継続世帯　８，２５８円 （ウ）　特定継続世帯　８，４００円

 
ウ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）　１人について　

６，０７６円

ウ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）　１人について　

６，３７０円

 
エ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれに定める額

エ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれに定める額

 
（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　３，９９０円

（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　４，２００円
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（イ）　特定世帯　１，９９５円 （イ）　特定世帯　２，１００円

 
（ウ）　特定継続世帯　２，９９３円 （ウ）　特定継続世帯　３，１５０円

 
オ　介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額　介護納付金課税被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）　１人について　６，６７８円

オ　介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額　介護納付金課税被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）　１人について　６，７２０円

 
カ　介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額　１世帯について　３，３

４６円 

カ　介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額　１世帯について　３,４３

０円

 
（２）　法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては，４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２９万５千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。）

（２）　法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては，４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき３０万５千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。）

 
ア　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額　被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）　１人について　１１，９７０円

ア　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額　被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）　１人について　１２，１５０円

 
イ　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額　次に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれに定める

額

イ　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額　次に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれに定める

額

 
（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　７，８６５円

（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　８，０００円

 
（イ）　特定世帯　３，９３３円 （イ）　特定世帯　４，０００円

 
（ウ）　特定継続世帯　５，８９９円 （ウ）　特定継続世帯　６，０００円

 
ウ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）　１人について　

ウ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）　１人について　



現行 改正案

 
４，３４０円 ４，５５０円

 
エ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれに定める額

エ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれに定める額

 
（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　２，８５０円

（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　３，０００円

 
（イ）　特定世帯　１，４２５円 （イ）　特定世帯　１，５００円

 
（ウ）　特定継続世帯　２，１３８円 （ウ）　特定継続世帯　２，２５０円

 
オ　介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額　介護納付金課税被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）　１人について　４，７７０円

オ　介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額　介護納付金課税被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）　１人について　４，８００円

 
カ　介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額　１世帯について　２，３

９０円

カ　介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額　１世帯について　２，４

５０円

 
（３）　法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては，４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５４万５千円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。）

（３）　法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては，４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５６万円    を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。）

 
ア　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額　被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）　１人について　４，７８８円

ア　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額　被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）　１人について　４，８６０円

 
イ　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額　次に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれに定める

額

イ　国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額　次に掲げる

世帯の区分に応じ，それぞれに定める

額

 
（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以 （ア）　特定世帯及び特定継続世帯以



現行 改正案

 
外の世帯　３，１４６円 外の世帯　３，２００円

 
（イ）　特定世帯　１，５７３円 （イ）　特定世帯　１，６００円

 
（ウ）　特定継続世帯　２，３６０円 （ウ）　特定継続世帯　２，４００円

 
ウ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）　１人について　

１，７３６円

ウ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額　被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）　１人について　

１，８２０円

 
エ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれに定める額

エ　国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれに定める額

 
（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　１，１４０円

（ア）　特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯　１，２００円

 
（イ）　特定世帯　５７０円 （イ）　特定世帯　６００円

 
（ウ）　特定継続世帯　８５５円 （ウ）　特定継続世帯　９００円

 
オ　介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額　介護納付金課税被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）　１人について　１，９０８円

オ　介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額　介護納付金課税被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）　１人について　１，９２０円

 
カ　介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額　１世帯について　９５６

円

カ　介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額　１世帯について　９８０

円

 
２　国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納税

義務者に対して課する被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合に

あっては，その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は，当該被保険者均等割額か

ら，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額と

する。

２　国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納税

義務者に対して課する被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する未就学児

につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合に

あっては，その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は，当該被保険者均等割額か

ら，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額と

する。

 
（１）　国民健康保険の被保険者に係る基 （１）　国民健康保険の被保険者に係る基



 

附　則 
 

（施行期日） 
１　この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
 
（適用区分） 

２　この条例による改正後の石川町国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
 
 
 

現行 改正案

 
礎課税額の被保険者均等割額　次に掲げ

る世帯の区分に応じ，それぞれ未就学児

１人について次に定める額

礎課税額の被保険者均等割額　次に掲げ

る世帯の区分に応じ，それぞれ未就学児

１人について次に定める額

 
ア　前項第１号アに規定する金額を減額

した世帯　３，５９１円

ア　前項第１号アに規定する金額を減額

した世帯　３，６４５円

 
イ　前項第２号アに規定する金額を減額

した世帯　５，９８５円

イ　前項第２号アに規定する金額を減額

した世帯　６，０７５円

 
ウ　前項第３号アに規定する金額を減額

した世帯　９，５７６円

ウ　前項第３号アに規定する金額を減額

した世帯　９，７２０円

 
エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯　１１，９７０円

エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯　１２，１５０円

 
（２）　国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援均等課税額の被保険者均等

割額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれ未就学児１人について次に定める

額

（２）　国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援均等課税額の被保険者均等

割額　次に掲げる世帯の区分に応じ，そ

れぞれ未就学児１人について次に定める

額

 
ア　前項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯　１，３０２円

ア　前項第１号ウに規定する金額を減額

した世帯　１，３６５円

 
イ　前項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯　２，１７０円

イ　前項第２号ウに規定する金額を減額

した世帯　２，２７５円

 
ウ　前項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯　３，４７２円

ウ　前項第３号ウに規定する金額を減額

した世帯　３，６４０円

 
エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯　４，３４０円

エ　アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯　４，５５０円

 
３　（略） ３　（略）



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提案理由 

地方税法施行令の改正に伴い、課税限度額及び低所得者に係る軽減判定所得を改正

し、併せて、課税税率等を改正するため。 



議案第４２号 
 

　　　石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和７年　６月１２日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎　　　 
 
 
 

石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例 
 

石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例（昭和４９年９月２５日条例第

２８号）の一部を次のように改正する。 

 

　　附則 

この条例は、令和７年８月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

重度心身障害者医療費の現物給付をするにあたり、助成範囲が広いひとり親家庭医

療費助成を優先するため。 

 現行 改正案

 
（給付の制限） （給付の制限）

 
第４条　重度心身障害者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は前条に規定する給付を

しない。

第４条　重度心身障害者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は前条に規定する給付を

しない。

 
（１）～（４）　（略） （１）～（４）　（略）

 
（追加） （５）　石川町ひとり親家庭医療費の助成

に関する条例（平成１２年条例第１２

号）に基づき医療費の助成を受けている

とき。

 
（５）　（略） （６）　（略）



議案第４３号 

 

　令和７年度石川町一般会計補正予算（第１号） 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和７年　６月１２日提出 
石川町長　首藤　剛太郎 

　　 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第４４号 
 
　　　指定管理者指定について 

 
　上記の議案を提出する。 

 
　　令和７年６月１２日提出 

石川町長　首藤　剛太郎　　　 
 
 
 
 
 

指定管理者指定について 
 
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次

のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１．指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 
　　石川町道の駅 
 
２．指定管理者となる団体の名称 
　　株式会社ＴＴＣ　代表取締役　河越　康行 
 
３．指定の期間 
　　令和７年９月２５日から令和２３年３月３１日まで 

 


